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（趣旨）
第１条　町内の住民自治組織又はグループ等（以下「団体等」という。）が行う地域づくりや団体活動等を通じて、世羅町の活性化に資することを目的とし、今高野山開基1200年を契機に実施する記念事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に関しては、世羅町補助金交付規則（平成16年世羅町規則第39号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
（対象事業）
第２条　補助金交付の対象となるのは、団体等が行う次の事業とする。
(１)　文化活動
(２)　ボランティア活動
(３)　その他前条の目的にふさわしい活動
２　前項の規定に関わらず、次の各号に該当するものは対象事業から除く。
(１)　営利を目的とする事業。ただし、町長の許可を得て特別に実施する場合はこの限りではない。
(２)　行政から他に補助金を得て実施する事業
(３)　その他前条の目的にふさわしくない事業
（計画認定）
第３条　事業を実施しようとする団体等は、別紙様式１により事業計画の認定申請をして、町長の認定を受けるものとする。
２　前項の事業計画を町長が審査し、適当であると認めたとき、別紙様式２により申請を行った団体等に認定通知する。
（補助金交付申請）
第４条　前条による認定を受けた後、規則第４条に基づく補助金交付申請を行うものとする。
（補助金の交付）
第５条　町長は補助金交付申請の内容を審査し適当と認めたとき、予算の範囲内において１件当たり20万円を限度に補助金の交付を行うものとする。
（事業の実施回数）
第６条　一団体等が実施できる事業の回数は、同一会計年度において１回までとする。
（補助対象経費）
第７条　補助対象に含まれる経費は、補助事業の実施に要する経費で、主催者の人件費、食糧費（酒類を除く飲料は対象）及び備品購入費は対象外とする。
附　則
この告示は、令和４年５月16日から施行する。
別紙様式１

年　　月　　日

世羅町長　　　　　　　　　　様

申請者（事業主体）
代表者住所
代表者氏名


年度今高野山開基1200年記念事業計画認定申請書


次のとおり事業計画を作成したので、今高野山開基1200年記念事業補助金交付要綱第３条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。

１　事業名　
２　補助申請予定額　　　　　　　　円
[bookmark: _Hlk103246151]３　事業計画書（世羅町補助金交付規則様式第２号）
４　収支予算書（世羅町補助金交付規則様式第３号）又はこれに代わる書類
５　その他、町長が必要と認める書類


別紙様式２

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

世羅町長　　　　　　　　　　　印


年度今高野山開基1200年記念事業計画認定通知書


　　　年　　月　　日付けで申請のこのことについては、次のとおり事業計画を認定したので、今高野山開基1200年記念事業補助金交付要綱第３条第２項の規定により通知します。

１　事業名
２　補助認定金額　　　　　　　　円
３　対象事業の内容は、　　年　　月　　日付の申請書に記載のとおりであること。


